
時 の 話 題 ～ 平成１９年度 第４３号（Ｈ２０.３.１４調査情報課）～ 

迷惑メール対策 

迷惑メールに対して、規制に取り組んできたものの、年々

増加する傾向にある。国では、規制の実効性の強化や国際

的な対策などを行うための特定電子メール法改正案が提出

された。都は、対処方法等の普及啓発の着実な実施や電気

通信事業者等との連携した相談・対応を行う必要がある。

１ 迷惑メールの現状 

図１ 迷惑メール受信数（(財)日本産業協会把握分） 
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出所：(財)日本産業協会ＨＰより作成 

表１ 迷惑メール情報提供受付状況（平成１９年） 
 

項目 件数 

表示義務違反 １，３７７，２０２

再送信違反 ５１７
 
出所：(財)日本データ通信協会 迷惑メール相談センターＨＰ 

図２ 法律の遵守状況 
 

 
出所：総務省「迷惑メールへの対応のあり方に関する研究会 配布資料」

パソコンに続き、携帯電話が急

速に普及したことにより、電子メ

ールは、基礎的なコミュニケーシ

ョンツールとして、社会経済活動

や市民生活で必要不可欠な連

絡・伝達の手段となっている。 

一方で、迷惑メールも急速に増

加し、(財)日本産業協会が公表し

た平成１８年受信数は、情報提供

分、モニター機分をあわせて、

１２４万件となっている（図１）。 

これまで、迷惑メール対策とし

て、平成１４年に、特定電子メー

ルの送信の適正化等に関する法

律(以下｢特定電子メール法｣)の制

定などにより、｢未承諾広告※｣と

いう表示義務等で規制してきた

(詳細は表２参照)。しかし、迷惑

メール相談センターの平成１９

年の情報提供受付状況では、表示

義務違反が約１３８万件、再送信

違反が５１７件となっており（表

１）、法律の遵守状況でも、送信

者情報の詐称が、８６．８％とな

る（図２）など、規制の成果は上

がらない状況にある。 

 また、迷惑メールの送信手口も

巧妙化し、海外発のものが増加し

ている。平成１９年上半期に、相

談センターのパソコンモニター

機が受信した迷惑メールは、

９４．５％が海外発であり、取り

締まりが困難な状況にある（図

３）。 

図３ 国内発と海外発の迷惑メールの割合の変化 

■パソコン宛てメール 

    
 

■携帯電話宛てメール 

    
出所：総務省「迷惑メールへの対応の在り方に関する研究会中間とりまとめ」
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■ボットネット 

 第三者のパソコンに不正侵入したりウィルスに感染さ

せたりすることにより、外部から操作できるようになった

パソコンにより構成されるネットワークのこと。 

 
■フィッシングメール 

 金融機関等信用ある者からのメールを装い、メールの受

信者に偽のウェブサイトにアクセスするように仕向け、

ＩＤ・パスワード等を入力させるなどして、それらの情報

を不正に入手するための端緒となるメールである。  

 

２ 迷惑メール削減に向けた取組 

（１）国の取組 

国は、平成１４年に、送信者を規制の対象とした特定電子メール法の制定(総務省)、

販売業者及び役務提供事業者を対象とした特定商取引法の一部改正(経済産業省)を行っ

た。規制内容の共通事項として、「未承諾広告※」、メードアドレス、受信拒否の方法等

の表示義務、受信拒否の通知したものに対する再送信の禁止(オプトアウト方式)を定め

るとともに、特定電子メール法では、架空メールアドレスによる送信禁止や電気通信事

業者等の役務提供の拒否を、特定商取引法では、意に反して契約の申し込みをさせよう

とする行為の禁止などを規定した（表２）。 
 
表２ 特定電子メール法と特定商取引法の規制内容の比較 
 

 特定電子メール法（総務省） 特定商取引法（経済産業省） 

規 制 目 的 
電子メールの送受信上の支障の防止の観

点から送信規制 

取引の公正及び消費者保護の観点から広

告規制 

規制対象メール 一時に多数送信される広告宣伝メール 
通信販売等の商業広告メール 

（指定商品等に限る） 

規制対象者 送信者（委託した者は除く） 
販売業者及び役務提供事業者等 

（広告代行業者は除く） 

規 制 内 容  

 共通事項 
・表示義務  件名欄に「未承諾広告※」、メールアドレス、住所等、受信拒否の方法 

・オプトアウト  受信拒否の通知をした者に対する電子メールの再送信の禁止 

 個別事項 
・架空メールアドレスによる送信禁止 

・電気通信事業者等の役務提供の拒否 

・虚偽誇大広告の禁止 

・意に反して契約の申し込みをさせようとす

る行為の禁止 

 出所：経済産業省「迷惑メール対策の今後の方向性について」より作成 
 

 総務省は平成２０年２月、特定電子メール法の一部改正案を国会に提出した。主な改

正内容は、①オプトイン方式による規制の導入、②法の実効性の強化、③その他（海外

発の迷惑メール対策）である。経済産業省においても、さらなる迷惑メール対策を進め

るために、特定商取引法の改正に向けて、検討を行っている。 

迷惑メールの巧妙化・悪質化 ～ボットネットとフィッシングメール～ 

迷惑ﾒｰﾙ送信業者

感染したパソコン 

迷惑ﾒｰﾙの配信

サーバーへの攻撃

情報の漏洩



 ①オプトイン方式による規制の導入 

オプトアウト方式では、前提となる表示義務がほとんど守られておらず、受信者から

の拒否の通知がかえって望まない広告・宣伝メールの送信を招くとの指摘があるなど制

度が円滑に機能していない。また、ＥＵを始めとした主要国では、何らかの形でオプト

イン方式を導入しており、国際的整合性を向上させるため方式を変更する。 
 

 

 

 

 

 

 

 ②法の実効性の強化 

法執行のための措置が円滑かつ機動的にとりやすくするため、電気通信事業者等の関

係者から契約者情報の提供を求める規程を創設する。また、法人の罰金額を３０００万

円以下に引き上げ罰則を強化するなど、法の実効性を強化する。 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ③その他 

海外発の迷惑メールの増加を踏まえ、国際的な協力・連携を強化するため、迷惑メー

ル対策を行う外国執行当局への情報提供規定を創設するとともに、海外発国内着の電子

メールが法の規律の対象であることを明確化する。 

オプトイン方式（今回導入の方式）

あらかじめ同意を得

た者に対してのみ送

信を認める方式 送信者 
受信者

同意がない限り、送信禁止 

同意があった場合、送信可能 

同
意 

 

 

■電気通信事業者における役務提供拒否事由 

 の明確化 
 

送信者情報を偽った電子メールの送信がさ

れた場合に電気通信事業者が電子メールの役

務の提供を拒否できることを規定する。 

■電子メールアドレス等の契約者情報の提供 

 を求める規定の創設（下図参照） 
 

法の違反者の特定に資するため、送信された

電子メールにおける電子メールアドレス等の

契約者に関する情報提供を総務大臣がプロバ

イダ等に求めることをできることとする。 
■報告徴収・措置命令等の対象の拡大 
 

総務大臣の報告徴収及び立入検査の対象に

送信委託者を含め、不適正な送信に責任がある

送信委託者に対し必要な措置を命ずることが

できることとする。 

■罰則の強化 
 

法人に対する罰金額について、現行の１００

万円以下を３０００万円以下に引き上げるな

ど罰則を強化する。

 
送信者 受信者

 

総務省

 

電子メールアドレス等の情報提供の例 

迷惑メール相談

センター 
 

 

電気通信事業者、 
※１ドメイン名登録者等

の関係者 

契約者情報等を 

提供可能 

法に基づく情報提供要請 

報告徴収、措置命令等
※１ドメイン：インターネット上の「住所」 

 http://www.○○○.com △△@○○○.jp 

ドメイン ドメイン

迷惑メール 



（２）都の取組 

  東京都消費生活センターでは、友人を装ったメールやアダルトサイトへの誘いのメー

ルに記載される※２ＵＲＬのクリックによる架空請求に対して、対応方法を呼びかけると

ともに、携帯電話各社の受信拒否の方法、迷惑メールの相談機関などを紹介している。

 
ハイテク犯罪対策のリーフレット 

 また、警視庁では、迷惑メールを含むコンピュータやネッ

トワーク利用からおきるハイテク犯罪から都民の安全を守

るため、ネット上に安易に個人情報を掲載しない、不審なメ

ールは開かないなど、インターネットを利用するうえでのル

ールやマナーについての啓発活動を実施している。 

 ※２ＵＲＬ: 「Uniform Resource Locator」の略で、ホームページのアドレスのこと 
 

 

 

 出会い系サイトの広告など迷惑メールを大量に送付していたとして、

警視庁は、江東区大島のアルバイト男性店員を特定電子メール法違反の

疑いで逮捕した。平成１８年５月以降、１日約４００万通、延べ約２２

億通の迷惑メールを送り続け、複数の広告主から約２０００万円を受け

取っていた。        （読売新聞 平成２０年２月１６日より）  

 

（３）民間の取組 

  携帯電話各社では、出会い系・アダルト系サイトへ誘引するためのＵＲＬが記載され

たメールが送信されてきた場合に、サーバーにおいて、受信を拒否する機能を提供して

いる。また、パソコンに対しては、プロバイダ等が、迷惑メールを遮断するための対応

策を順次実施するとともに、新たな技術開発を行っている。 
 
 ■ＵＲＬ付きメール拒否設定 

 

  

 

 

 

 

 

 

３ 迷惑メール対策の強化に向けて 

迷惑メールに対して、特定電子メール法の制定等により規制に取り組んできたものの、

年々増加する傾向にある。国では、規制の実効性の強化を図るとともに、国際的な連携を

視野に入れた対策などを行うための特定電子メール法改正案が提出されたところである。

電気通信事業者においては、フィルタリングの技術開発などに積極的に取り組んでいる。

都は、対処方法等の普及啓発を着実に実施するとともに、電気通信事業者や関係機関と

の連携した相談・対応を行う必要がある。 
 

迷惑メールの２２億通送信 男性容疑者逮捕 

 

 

 

 

 

 

 

 
本文中に特定のＵＲＬ 

が含まれていないメール 

本文中に特定のＵＲＬ 

が含まれるメール 
 

 

 

 

受信者の携帯電話サーバー 

サーバーで拒否 

受信 


